静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱
　（趣旨）
第１条　静岡市中心市街地活性化協議会は、中心市街地の商店街の空き店舗を解消することによってエリアの魅力を向上させ、中心市街地の活性化を促進するため、静岡市中心市街地活性化区域内（以下「中活区域」という。）に立地する商店街の遊休状態にある商業施設（中心市街地の活性化に関する法律第７条第２項の商業基盤施設及び商業施設において、会長が定める施設とする。）を活用して行う中心市街地の活性化に資する事業を行う個人、法人及び団体に対して、その一部を補助する。
　（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者は、中活区域に立地する商店街において商店街空き店舗出店事業を実施する個人、法人及び団体であって、かつ、商店街組織及び静岡商工会議所に加入する者。ただし、次の各号に該当する者や事業は対象外とする。
（１）成年被後見人又は被保佐人
（２）破産者で復権を得ない者
（３）禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
（４）反社会的勢力（①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、②暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第２条第６号に定める暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ロゴ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者（以下「暴力団員等」という。）が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。）
（５）特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
（６）公序良俗に反するおそれがあると認められるもの

（７）国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受けるもの
（８）性風俗営業又は性風俗特殊営業に該当するもの

　（補助事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、中活区域に立地する商店街の主要な路面の空き店舗に新規出店（複数店舗目も可）するもので、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業で、かつ、事前チェックシート（様式第４号）の項目を全て満たすものであること。
（１）商店街の賑わいやエリアの魅力向上、不足業種の補完等につながる事業
（２）商店街のコミュニティの活性化や新たな交流の創出等につながる事業
（３）その他、商店街や中心市街地の活性化に資する事業として認める事業
　（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する出店にかかる経費のうち、広告宣伝費、改装費、備品購入費とする。ただし、消費税は補助対象経費から除く。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とし、上限額は80万円とする。
　（事業期間）
第６条　当該補助金の事業期間は静岡市中心市街地活性化協議会会長(以下、会長とする。)の定める期間とする。
（交付の申請)
第７条　補助金の交付の申請をしようとする者は、商店街空き店舗出店支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、会長に提出しなければならない。
（１）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する事業計画書（様式第２号）

（２）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する同意書（様式第３号）

（３）事前チェックシート（様式第４号）

（４）収支予算書（様式第５号）

（５）空き店舗の改装内容が確認できる書類（図面等）　※改装費の補助を受ける場合

（６）空き店舗の着工前の写真（外観、内観）※改装費の補助を受ける場合

（７）前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
　（交付の決定等）

第８条　会長は、前条の規定による申請があった場合は、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、申請者に追加資料の提出を求め、又は現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、商店街空き店舗出店支援事業補助金交付決定通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものとする。

（交付の条件）

第９条　会長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

（１）次に掲げるときは、あらかじめ会長の承認を受けること。

　　　ア　補助事業の目的又は内容の変更

　　　イ　補助金交付決定時の支出の予算から100分の20を超える減額変更
（２）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない財産については、会長が別に定める期間）内において、会長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

（３）会長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を協議会に納付させることがあること。

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

（５）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。

（６）前各号に掲げるもののほか、この要綱及び会長が必要があると認める事項を遵守すること。
（変更、中止又は廃止の承認申請）

第10条　第９条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ商店街空き店舗出店支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）に次に掲げる書類のうち会長が指定するものを添付の上会長に提出し、その承認を受けなければならない。

（１）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する変更事業計画書
（２）変更収支予算書

（３）前２号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める書類
　（変更、中止又は廃止の承認）
第11条　会長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、商店街空き店舗出店支援事業変更（中止・廃止）承認通知書（様式第８号）により、補助事業者に通知するものとする。
（実績報告）
第12条　補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。）、又は補助対象期間が終了したときは、速やかに商店街空き店舗出店支援事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添付して、会長に提出しなければならない。
（１）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する事業報告書（様式第10号）

（２）収支決算書（様式第11号）
（３）補助対象経費に係る施設・設備、備品、および広告物の内容および活用状況が確認できる写真
（４）補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類（請求書・領収書・振込控え等）
（５）前各号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める書類
　（補助金の額の確定）
第13条　会長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、商店街空き店舗出店支援事業補助金交付確定通知書（様式第12号）により、当該補助事業者に通知するものとする。
（請求）
第14条　前条の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に請求書（様式第13号）を会長に提出しなければならない。
　　　附　則
　この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度から適用する。
附　則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度から適用する。
附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度から適用する。
様式第１号（第７条関係）
商店街空き店舗出店支援事業補助金交付申請書
令和　年　月　日　
　　（宛先）静岡市中心市街地活性化協議会長
申請者　所在地　　
名　称　　
氏　名　　
連絡先　　

補助金の交付を受けたいので、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第７条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。
１　交付申請額　　　　　　　　円
２　事業の実施予定期間　　　　　年　　月　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日まで
３　添付書類
（１）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する事業計画書（様式第２号）

（２）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する同意書（様式第３号）

（３）事前チェックシート（様式第４号）

（４）収支予算書（様式第５号）

（５）空き店舗の改装内容が確認できる書類（図面等）　※改装費の補助を受ける場合

（６）空き店舗の着工前の写真（外観、内観）※改装費の補助を受ける場合

（７）前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
様式第２号（第７条関係）
商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する事業計画書(変更事業計画書)
令和　　年　　月　　日
（あて先）静岡市中心市街地活性化協議会　会長
住　所
申請者　　名　称
代表者　　　　　　　　　　　

電　話

商店街空き店舗出店支援事業補助金の申請（申請変更）のため、次のとおり事業計画書(変更事業計画書)を提出します。

【事業概要】
	店舗名
	

	出店業種(具体的に)
	

	当事業担当者
	氏名
	
	役職
	

	
	電話番号
	

	
	E-mail
	

	開店(予定)日
	令和　　　年　　　月　　　日

	事業実施場所
	住所：
（商店街名：　　　　　　　　　　　　）

	事業内容等

	①現在の活動内容（職業/事業内容）
②出店事業のコンセプト（営業時間、具体的サービス、特徴、ターゲット等）
③出店事業の活動体制（従業員有無、主な業務内容〔接客・調理・仕入れ等〕）
④商店街・地域への効果（賑わいや活性化に繋がる事業効果）
⑤ 空き店舗の具体的な活用内容（改装の有無・店舗レイアウト）
⑥出店に向けて導入する設備・取組（経費内訳と必要理由）
⑦開業までのスケジュール


	事業期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日


様式第３号（第７条関係）
商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する同意書
令和　　年　　月　　日
（宛先）静岡市中心市街地活性化協議会長
住　所
同意者　　名　称
代表者
連絡先
　次の者は、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金の申請対象者であり、当該商店街の発展に寄与することから補助金活用について申し出ます。

	新規店舗名
	

	取扱商品・業態等
	

	出店場所（住所）
	

	出店する商店街
	

	出店予定日
	令和　　年　　月　　日　から

	商店街への加入
	有　・　無　　（無の場合は対象となりません）

	代表者名
	

	担当者名
	

	住所
（個人は自宅、法人は会社所在地）
	

	電話番号
	

	メールアドレス
	

	事業内容
（いずれかに✓）
	□商店街の賑わいやエリアの魅力向上、不足業種の補完等につながる事業
□商店街のコミュニティの活性化や新たな交流の創出等につながる事業
□その他、商店街や中心市街地の活性化に資する事業として認める事業

	期待する効果
	


様式第４号（第７条関係）
商店街空き店舗出店支援事業補助金　事前チェックシート
１　空き店舗について
　□　静岡市中心市街地活性化区域内に所在する商店街内かつ店舗等であること
　□　該当商店街が同一年度内に複数回、当該補助金の対象となっていないこと
　□　主要な道路に面した店舗（１階）であること
２　申請条件について
　□　暴力団及び暴力団員等でないこと
　□　法人の場合は、役員等が暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有していない
こと。また、求めがあった場合は警察当局へ情報提供することに同意すること。
　□　風俗営業でないこと
　□　社会通念上公序良俗に反する事業でないこと
　□　宗教活動や政治活動を主とする事業でないこと
　□　他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業でないこと
　□　国等、他の助成制度による財政的支援を受けた、又は受ける見込みのある場合は、
その経費を除いた額を補助対象経費とすること
　□　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号に規定する中小企業者
（中小企業又は個人事業主）であること
　□　出店する店舗の業種が、別表１に掲げる業種のいずれかに該当すること
　□　補助事業完了後、営業を継続する見込みがあること
　□　週４日以上営業する事業であること
　□　中心市街地外からの移転又は新規出店であり、中心市街地内での移転でないこと
　□　出店先の商店街の組合員に加盟すること
　□　静岡商工会議所の会員となり経営指導を受けること
３　事後について
　□　事業実施後のフォローアップ、アンケート、ヒアリング等に協力すること
【別表１】
	大分類
	中分類
	小分類

	小売業
	各種商品小売業
	いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所

	
	織物・衣類・身の回り品小売業
	呉服、服地、衣服、寝具、靴、帽子、洋品雑貨、日用品、その他身の回り品を販売する事業所

	
	飲食料品小売業
	野菜、果実、食肉、鮮魚、酒、菓子、パン、そう菜、乾物、その他飲食料品を小売する事業所

	
	機械器具小売業
	自動車、自転車、電気機械器具、電気事務機械器具、それらの部分品、付属品を小売する事業所

	
	その他の小売業
	家具、金物、医薬品、化粧品、書籍、文房具、スポーツ用品、娯楽用品、楽器、時計、その他商品を小売する事業所

	飲食
サービス業
	飲食店
	食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、喫茶店等

	
	持ち帰り飲食サービス業
	飲食することを主たる目的とした設備を有さず、客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所

	生活関連サービス業
	洗濯・理容・美容・浴場業
	クリーニング業、理容店、美容室、銭湯業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサロン、その他身の回りの清潔を保持するため又は心身のリラックス並びにリフレッシュを促進するためのサービスを提供する事業所

	
	娯楽業
	映画館、劇場、スポーツ施設

	その他
	上記に属するもののほか、中心市街地の活性化に資するもので、認めるもの


様式第５号（第７条関係）

収支予算書（変更収支予算書）
事業者名　　　　　　　　　　　　
	収　　入
	支　　出

	区分
	予算額
	区分
	実施予定時期
	予算額

	自己資金
補助金
	円

円
	改装費
・
・
・

備品購入費
・
・
・
広告宣伝費

・
・
・
	
	円
円
円
円
円
円
円
円
円

	計
	円
	計
	円


※消費税を抜いた額を記載すること。
様式第６号（第８条関係）

静 中 活 協　第　　 号

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様
静岡市中心市街地活性化協議会長　氏　　　名　　　

商店街空き店舗出店支援事業補助金交付決定通知書

令和　年　月　日付けで申請のあった補助金については、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり交付の決定をしたので通知します。

１　交付決定額　　　　　　　円

２　交付の時期　確認検査終了後
３　交付の条件
（１）次に掲げるときは、あらかじめ会長の承認を受けること。

　　　ア　補助事業の目的又は内容の変更

　　　イ　補助金交付決定時の支出の予算から100分の20を超える減額変更
（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに会長に報告して、その指示を受けること。
（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ会長の承認を受けること。
（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、１件当たりの取得価格が30万円以上の備品については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない財産については、会長が別に定める期間）内において、会長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
（６）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。
（７）（１）から（６）までに掲げるもののほか、要綱及び会長が必要があると認める事項を遵守すること。
４　その他

（１）補助事業が完了したとき、又は交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業の成果を記載した実績報告書等を提出すること。この実績報告に基づき、最終的に交付額が確定します。

（２）補助金の目的外使用など、又は会長の指示に従わない場合には、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることがあります。
様式第７号（第10条関係）

商店街空き店舗出店支援事業変更（中止・廃止）承認申請書

令和　年　月　日　

（宛先）静岡市中心市街地活性化協議会長

申請者　所在地　　
名　称　　
氏　名　　
連絡先　　

令和　年　月　日付け静中活協第　　号で補助金の交付の決定を受けた事業の変更（中止・廃止）について、承認を受けたいので、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。

１　変更（中止・廃止）の内容

２　変更（中止・廃止）理由
３　添付書類
（１）変更事業計画書（様式第２号）
（２）変更収支予算書（様式第４号）

（３）前２号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める書類
様式第８号（第11条関係）
静 中 活 協　第　　 号

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様
静岡市中心市街地活性化協議会長　氏　　　名　　　

商店街空き店舗出店支援事業変更（中止・廃止）承認通知書
令和　年　月　日付けで申請のありました商店街空き店舗出店支援事業変更（中止・廃止）承認申請について、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱第11条の規定により次のとおり承認したので、通知します。
　　承認内容
様式第９号（第12条関係）
商店街空き店舗出店支援事業補助金実績報告書
令和　　年　　月　　日　
（宛先）静岡市中心市街地活性化協議会長
申請者　所在地　　
名　称　　
氏　名　　
連絡先　　

令和　年　月　日付け静中活協第　　号で補助金の交付の決定を受けた商店街空き店舗出店支援事業について、次のとおり完了したので、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱第12条の規定により報告します。
１　店舗名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　事業期間　　　令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで
３　事業内容
□　新規出店する商店街の賑わいやエリアの魅力向上、不足業種の補完等につながる事業
□　新規出店する商店街のコミュニティの活性化や新たな交流の創出等につながる事業
□　その他、新規出店する商店街の活性化に資する事業として認める事業
４　添付書類
（１）商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する事業報告書（様式第10号）

（２）収支決算書（様式第11号）
（３）補助対象経費に係る施設・設備、備品、および広告物の内容および活用状況が確認できる写真
（４）補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類（請求書・領収書・振込控え等）
（５）前各号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める書類

様式第10号（第12条関係）
商店街空き店舗出店支援事業補助金活用に関する事業報告書
令和　　年　　月　　日

（あて先）静岡市中心市街地活性化協議会　会長
住　所
申請者　　名　称
代表者　　　　　　　　　　　

電　話

商店街空き店舗出店支援事業補助金の報告のため、次のとおり事業報告書を提出します。

【事業概要】
	店舗名
	

	出店業種(具体的に)
	

	当事業担当者
	氏名
	
	役職
	

	
	電話番号
	

	
	E-mail
	

	開店日
	令和　　　年　　　月　　　日

	事業実施場所
	住所：
（商店街名：　　　　　　　　　　　　）

	事業内容等

	①出店後の活動内容（営業状況/提供サービス内容）
②報告までの事業実績（来店状況/売上状況 等）
③商店街・地域への効果（周辺店舗との関係/イベントの参加 等）
④空き店舗活用・改装の実施内容(実際のレイアウト)
⑤導入した設備・取組（具体的内容／用途）
⑥当初計画からの変更点（有無/内容/理由）



様式第11号（第12条関係）
収支決算書
事業者名　　　　　　　　　　　　
	収　　入
	支　　出

	区分
	決算額
	区分
	実施時期
	決算額

	自己資金
補助金
	円

円
	改装費
・
・
・

備品購入費
・
・
・
広告宣伝費

・
・
・
	
	円
円
円
円
円
円
円
円
円

	計
	円
	計
	円


※消費税を抜いた額を記載すること。
様式第12号（第13条関係）
静 中 活 協　第　　 号

令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様
静岡市中心市街地活性化協議会長　氏　　　名　　　
商店街空き店舗出店支援事業補助金交付確定通知書
令和　年　月　日付け静中活協第　　号により決定した補助金の交付については、静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり確定したので通知します。
　１　交付決定額　　　　　　　　円
　２　交付確定額　　　　　　　　円
様式第13号（第14条関係）請求書
	（あて先）静岡市中心市街地活性化協議会長
下記のとおり請求します。
令和　　年　　月　　日
金額
百
拾
万
千
百
拾
円
ただし、
静岡市中心市街地活性化協議会商店街空き店舗出店支援事業補助金として


	住所又は所在地
	

	氏名又は名称
	
	

	（法人にあっては、法人名及び代表者の職･氏名）

	支払方法
	口座振替
	請求番号
	

	下記口座へ振込みください。

	
	銀行名（本・支店名まで記入して下さい。）　
	

	
	銀　　行
信用金庫　
	本・　　支店
	口座番号
	普通
	№

	
	
	
	
	当座
	

	
	
	
	
	その他(        )
	

	
	
	（フリガナ）

	
	
	口座名義

	摘　要


商店街記入用








